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５つの柱：熱量あふれる「新たなステージ」へスタートダッシュ

３つの狙い

１ 国民生活を守り抜く

２ 人を育み、

地域を活性化する

３ 世界に出て、

海外の活力を取り込む

３つの手法

１ 制度・規制改革

２ 新たな予算・税制措置

３ 新たなガイダンス

３つの視点

１ フロンティアの開拓

２ デジタル技術の社会実装

３ 省庁・制度間の連携

３つの狙い・視点・手法

１ 物価高から国民を守る ２ 持続的な賃上げと所得向上

３ 供給力強化・投資促進 ４ 人口減少を乗り越え変化を力に

５ 安全・安心の確保
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国
民
生
活
を

守
り
抜
く

①物価高により厳しい状況にある

生活者・事業者支援

2024年4月末まで燃料油の激変緩和対策を継続。

2024年4月末まで、電気・ガスの激変緩和措置を継続。

低所得世帯に対する計10万円の所得支援の給付。

一人当たり４万円の所得税・住民税減税等を通じ、国民の可処分所

得を増加。※

②家庭等の省エネ促進
エネルギーコスト上昇への耐性を強化。

断熱窓への改修、高効率給湯器の導入、高い省エネ性能を有する住

宅の取得等を支援。

人
を
育
み
、

地
域
を
活
性
化
す
る

③教育DXフロンティア戦略の推進
各都道府県に基金を設置し、１人１台端末を計画的に更新。

生成AI等の利活用の可能性を含め、個別最適な学びのサポートを行う仕組

の構築に向けた検討を加速。

④リ・スキリングの支援
構造的賃上げの実現に向け、デジタル分野等でのスキル獲得を支援。

業種別に、個人向けのリ・スキリング支援を拡充強化。

⑤医療・介護・こども政策ＤＸ

DX化を推進し、利用者の利便性向上、働き手の負担軽減、サービス

提供の効率化を図る。

オンライン診療、介護ロボット等の導入・普及、プッシュ型子育て

支援の拡大。

世
界
に
出
て
、

海
外
の
活
力
を
取
り
込
む

⑥農林水産品・食品や中小企業

の輸出振興

円安を活かし、農林水産品・食品や中小企業の製品の輸出を拡大。

＊農林水産品・食品：5兆円（2030年）、中小企業：1万者

地方における賃上げの原資確保や所得拡大につなげる。

⑦宇宙政策の戦略的強化

JAXA法の改正、「宇宙戦略基金」の創設、基幹ロケットの開発など、

宇宙政策を強化。

準天頂衛星システムの整備を加速し、自動運転の社会実装など、新

たなサービスを産業化。災害時の通信手段を確保。

３つの狙い - 主要施策例 ※税制措置については、令和６年度税制改正で検討・結論
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フ
ロ
ン
テ
ィ
ア

開
拓

①「海洋開発重点戦略」に基づく
海洋の開発・利用の推進

海底7,000m以深を探索可能なＡＵＶ（自律型無人探査機）の実証。

深海底からのレアアース採取のための技術開発を支援。

我が国独自の資源確保を目指す。

②我が国独自の生成ＡＩの開発
AIの開発に不可欠な計算資源・学習用データの整備等を支援。

我が国独自の生成AIの開発を目指す。

③核融合エネルギーの開発・実証 フュージョンエネルギーの研究開発に加え、発電実証を目指す。

デ
ジ
タ
ル
技
術
の

社
会
実
装

④デジタル時代の次世代物流の実現
~「デジタルライフライン」の整備~

デジタル情報配信道等を整備し、AIによるマッチング等を活用した物流に

向けた実証を実施。

将来的に、FCV/EVの自動運転トラックの活用を含め、省人・省エネの円滑

な物流の実現を目指す。

⑤介護ＤＸ
介護現場におけるセンサー、ロボット等の実装を加速。

ICT機器の活用など、一定の要件を満たす高齢者施設について、

人員配置基準の特例的な柔軟化を検討。

⑥自治体の社会変革への挑戦支援
デジタル行財政改革に沿って、教育、子育て等の分野で、

自治体横断のデータ連携やアプリの活用等を行う取組を横展開。

行政サービスの効率化・高度化を支援。

省
庁
・
制
度
間
の
連
携

⑦企業の賃上げ促進のための
税制措置

物価高に負けない賃上げを実現できるよう制度を強化。

中小企業等の赤字法人においても、賃上げを促進するための繰越控

除制度の創設、措置の期限の在り方等を検討。※

⑧リ・スキリングの支援
教育訓練給付（厚労省所管）の対象について、文科省・経産省が指

定する講座に加え、各省庁所管の業界団体等が実施する講座を追加。

⑨防災DXの推進

国・地方自治体等で災害情報を共有する「防災デジタルプラット

フォーム」を構築。

防災アプリを開発・実装し、住民等が災害情報を迅速かつ円滑に取

得できるようにする。

⑩グローバルサウス諸国との
連携強化

「グローバルサウス諸国との連携強化推進会議」の下、質の高いイ

ンフラの輸出、DX/GX等の民間ビジネスの海外展開を支援。

FOIPの実現、サプライチェーンの強靱化・経済安全保障の確保に

つなげる。

３つの視点 - 主要施策例 ※税制措置については、令和６年度税制改正で検討・結論
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制
度
・
規
制
改
革

①ドローンによる物資配送の事業化
目視内飛行について、飛行計画の許可・承認申請手続を短期化。

無人地帯における目視外飛行について、立入管理措置の簡略化等

を行い、物資配送を事業化。

②産業立地円滑化のための
土地利用転換の迅速化

地域未来投資促進法（経産省）に規定する事業について、都市計

画法上の市街化調整区域の開発許可手続きを緩和（国交省）。

農地転用に係る手続きを並行して進めることを可能に（農水省）。

土地利用転換に要する期間を短縮。

③資産運用立国
資産運用業とアセットオーナーシップの改革を推進。

資産運用業への国内外からの新規参入を促すため 、バックオフィ

ス業務の外部委託に係る規制改革や資産運用特区の創設等を検討 。

新
た
な
予
算

・
税
制
措
置

④中小企業向け省力化投資支援
ロボット等の汎用製品を「カタログ掲載」し、中小企業が選択式

で導入することを可能に。

簡易な手続きと価格の明確化により、ロボット等の省力化を促進。

⑤イノベーションボックス税制
国内で自ら研究開発した特許権等の知的財産から生じる所得に対

して優遇するイノベーションボックス税制を創設。※

⑥家事支援サービスの活用支援
家事負担が就労の制約となっている従業員に対し、家事支援サー

ビス利用機会を提供する事業者の取組に関する実証を実施。

新
た
な
ガ
イ
ダ
ン
ス

⑦職務給の導入
ジョブの整理・括り方、人材の配置・育成・評価方法、ポスティ

ング制度、賃金制度、労働条件変更と現行法制・判例との関係等

について、事例を整理・公表し、職務給の導入拡大につなげる。

⑧オンライン健康相談の普及 オンライン健康医療相談について、医師以外の看護師等が回答可

能な範囲を明確化。

⑨電子契約の普及 電子契約サービスの利用者の懸念事項とされる電子署名の法的効

力について、電子署名法の解釈を明確化。

３つの手法 - 主要施策例 ※税制措置については、令和６年度税制改正で検討・結論
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⚫ ３兆円台半ばの所得税・住民税の定額減税及び低所得世帯向け支援を実施。
※規模・内容等の詳細について令和６年度税制改正で検討・結論。

⚫ 電気・ガス・燃料油の激変緩和対策を継続。

物価高により厳しい状況にある生活者・事業者支援
３つの狙い

⚫ 定額減税（納税者＋配偶者を含む扶養家族一人当たり）

（2024年６月からスタート）

・所得税 ３万円
・個人住民税 １万円 合計４万円

⚫ 住民税非課税世帯

１世帯当たり 計10万円 の給付

● 上記要支援の間の方 ※1

重点支援地方交付金による対応を中心に検討

※1 住民税均等割のみ課税される世帯、 新たに住民税非課税となる世帯、
低所得の子育て世帯、定額減税の恩恵を十分に受けられないと
見込まれる所得水準の方々

定額減税及び低所得世帯支援

燃料油価格激変緩和対策事業（予算/経済産業省）
電気・ガス価格激変緩和対策事業（予算/経済産業省）
物価高対策のための重点支援地方交付金（予算/内閣府）

関連する法令・予算

国民生活を
守り抜く

財務省

経済産業省

内閣府

⚫ 電気料金

・低圧契約 ： 3.5円/1kWh

・高圧契約 ： 1.8円/1kWh

⚫ 都市ガス料金： 15 円 / 1㎥※2

※ 3 電 気 で 月間400kWh、都市ガスで月間30㎡を使用する標準的な世帯の場合

⚫ 燃料油の補助

⚫ 電気・都市ガスの支援

～2024年４月末まで

高補助率発動価格
（17円超：185円）

基準価格
（168円）

補助率 3/5

補助率 10/10

エネルギー価格高騰への支援

電気料金は月1,400円、都市ガス料金は月450円の値引き ※ 3

～2024年４月末まで
（５月は支援を縮小）

※2 家庭及び年間契 約 量 1 , 0 00 万 ㎥ 未 満 の企 業 等 が 対 象

予算
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10（資料）内閣官房物価・賃金・生活総合対策本部第8回 配付資料より

令和５年度補正予算案にて、
0.5兆円（LPガス、省エネ、特
別高圧関連はこの内数）を追加。



家庭等の省エネ促進

⚫ 断熱窓への改修支援

断熱性能や窓のサイズに応じて
定額補助

⚫ 高効率給湯器の導入支援

導入する高効率給湯器に応じて
定額補助

３つの狙い

現状 省エネ住宅による光熱費削減効果

家庭のCO2排出量の約５割は

「冷暖房」と「給湯」から

・断熱窓への改修促進等による住宅の省エネ・省ＣＯ２加速化支援（環境省/予算）
・高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進（経済産業省/予算）
・質の高い住宅ストック形成に関する省エネ住宅への支援（国土交通省/予算）

関連する法令・予算

経済産業省

環境省

国土交通省

⚫ 断熱窓への改修、高効率給湯器の導入、省エネ性能の高い住宅取得等を支援。
⚫ 光熱費を節約しつつ、地球に優しい暮らしを実現する。

国土交通省 HPより

国民生活を
守り抜く

予算
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⚫ 工場全体の省エネ（Ⅰ）、一部の製造プロセスの電化・燃料転換（Ⅱ）、リストから選
択する機器への更新（Ⅲ）の3つの累計で企業の投資を後押し。

省エネ設備への更新支援（省エネ補助金）

令和５年度補正予算案における省エネ支援策パッケージ（資源エネルギー庁）



14



15

⚫ 専門家による省エネ診断への支援を強化。

⚫ 省エネの専門家が中小企業を訪ね、エネルギー使用の改善をアドバイス。省エネ診断を
受けた場合は、省エネ補助金の加点措置を行っており、診断から設備支援まで、一体と
した支援を実施。

省エネ診断

令和５年度補正予算案における省エネ支援策パッケージ（資源エネルギー庁）



⚫ 足元の円安環境を活かし、農林水産物・食品や中小企業の製品・サービスの輸出を拡大。
【目標】農林水産物・食品：輸出額２兆円（2025年）、５兆円（2030年）

中小企業：新たに輸出に取り組む１万者の支援

⚫ 成長する世界市場を取り込み、地方における賃上げの原資確保や所得拡大につなげる。

農林水産品・食品や中小企業の輸出振興世界に出て、
海外の活力を取り込む

３つの狙い

支援の取組

成功事例

⚫ 農林水産物・食品
⚫ 中小企業

• 輸出先の多角化に向けた試食会・フェアの開催
等の販路開拓を支援。

• 都道府県や JA、地域商社等が連携し、マーケッ
トイン志向の大規模輸出産地の育成を支援。

• ショールームの新設 (北米・欧州・アジアなど５ヶ所 )

• 海外ECサイトとの提携拡大 (東欧・中東・中南米など )

アメリカ、
台湾等

アグベル株式会社(山梨県)
シャインマスカット

香港、タイ、
シンガポール等

農林水産省

関連する法令・予算
・グローバル産地生産流通基盤強化緊急対策（予算/農林水産省）
・マーケットイン輸出ビジネス拡大緊急支援事業（予算/農林水産省）
・対内直接投資促進及び中堅・中小企業の海外展開の支援（予算/経済産業省） 等

＜輸出額＞

0.2億円→ 1.4億円
（2019）（2022）

経済産業省

＜輸出額＞

2,800万円 → 8,900万円
（2018） （2021）

ヘンタ製茶有限会社(鹿児島県)
有機抹茶

株式会社マリーヌ（香川県）
生活雑貨

タイ、
ベトナム等

初の商談会参加で
200万円の売上

株式会社ミウラ（福島県）
アルミ鋳物部品

米国等

＜輸出額＞

2017年から2019年で3倍

エアコンに取り付ける除菌消臭剤

（農林水産省・JETRO HPより）

予算
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デジタル時代の次世代物流の実現
～「デジタルライフライン」の整備～

人手に頼らなくても、省人・省エネで、生活に不可欠な
物資が全国津々浦々に行き渡るようにする

新東名高速道路 駿河湾沼津-浜松間

100km 等

道路・車の連携下で、自動運転トラック

による物流の実証実験を実施。

デジタル情報配信道の設定

高速道路
(自動運転トラック)

エネルギー
(FCV/EV等)

物流ハブ
（DX）

物流全体をデジタル化し、データ連携を行うことにより、

車両・貨物・エネルギー源の最適なマッチングを行う

デジタル情報配信道（自動運転）

物流ハブ 物流ハブ

× ×

自動運転トラック（FCV/EV等）

配送先

水素ステーション等

デジタル技術の
社会実装

小口輸送の
マッチング

３つの視点

先行的な実証 将来構想

AIを活用

関連する法令・予算

・道路交通法、道路運送車両法、道路運送法、道路法等
・自動運転等の先行実装のためのデジタルライフライン整備事業（予算/経済産業省）
・モビリティＤＸ促進のための無人自動運転開発・実証支援事業（予算/経済産業省）
・道路システムのDX事業（予算/国土交通省）

経済産業省

⚫ 自動運転トラックが走行するインフラを整備し、AIによる大口輸送とデジタル技術を

活用した小口輸送を組み合わせた軌道マッチング等を活用した物流の実証を実施。
その取組の標準化・全国展開を目指す。

⚫ 将来的に、自動運転トラック（FCV/EV等）の活用を含め、省人・省エネの円滑な物

流の実現を目指す。

国土交通省

第１回デジタルライフライン全国総合整備実現会議資料より

より

予算

11 17
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【参考】物流効率化の具体例（パレット化）

⚫ 生産拠点から納品先まで反物を積載できるラック型のパレット輸送を導入することで、時
間短縮（出荷・荷卸し時の作業時間を削減）、労働負荷を軽減。

バラ積み・バラ降ろし

2～2.5時間/車

フォークリフト作業

30分/車

【パレット化】【バラ積み・バラ降ろし】

（出典）東洋運輸株式会社



大企業向け・中小企業向け賃上げ促進税制（所得税・法人税・法人住民税・事業税）

〇本税制措置の延長期間を長期化する。
○中堅企業に対する賃上げ後押しを強化するとともに、中堅・中小企業を対象とする繰越控除措置を、十分な期間を確保して創設する。
○仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企業に対する上乗せ措置を創設する。

⚫ 今年の30年ぶりの高い水準の賃上げ率を一過性のものとせず、少子化対策にもつながる「構造的・持続的な
賃上げ」を実現することが重要。このため、政府の長期的な方針を明確にし、賃上げに関する企業の計画的な
検討を促すため、租特の延長期間を長期化する。

⚫ 加えて、賃上げを行う企業の裾野の拡大に向けて、中堅企業に対して賃上げの後押しを強化するとともに、赤
字等の厳しい業況の中にある中堅・中小企業の賃上げを後押しする観点から、税額控除額が控除の上限額を
超えた場合に、控除しきれなかった金額の繰越しを認める措置を創設する。その際、繰越欠損金制度を念頭
に、税額控除のメリットを十分に活用できるだけの繰越期間を確保する。

⚫ さらに、仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企業に対する上乗せ措置を創設し、所得向上と少
子化対策の両方を追求する企業の賃上げを後押しすることで、我が国の最重要課題である少子化問題の根
本原因である若者・子育て世代の所得の低さの改善を図る。

20

拡充・延長

【適用期限：令和５年度末まで】現行制度

要望内容

継続雇用者の給与等支給総額が

前年度比３％以上増加
⇒ 給与増加額の15%を税額控除

継続雇用者の給与等支給総額が

前年度比４％以上増加
⇒ 給与増加額の25%を税額控除

教育訓練費が

前年度比20％以上増加
⇒ 税額控除率を5%上乗せ

大
企
業

雇用者全体の給与等支給総額が

前年度比1.5％以上増加
⇒ 給与増加額の15%を税額控除

雇用者全体の給与等支給総額が

前年度比2.5％以上増加
⇒ 給与増加額の30%を税額控除

教育訓練費が

前年度比10％以上増加
⇒ 税額控除率を10%上乗せ

中
小
企
業

※ただし、資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要。
※継続雇用者とは、当期及び前期の全期間の各月分の給与等の支給がある雇用者。
※控除上限は法人税額等の20％。また、税額控除の対象となる給与等支給総額は雇用保険の一般被保険者に限られない。



（参考）女性活躍・両立支援の情報公開による人材確保

⚫ 一般事業主行動計画の外部への公表や自社の女性活躍に関する情報公開を行う際は、厚生
労働省が運営するWEBサイト「女性の活躍推進企業データベース」や「両立支援のひろば」にて
情報公開を行うことで、全国の学生をはじめとした求職者や一般の方々への訴求を行うことが効
果的。

女性の活躍・両立支援総合サイト（厚生労働省運営）

↓HP（学生・求職者向け「データを見るときのポイント！」ページ）

学生・求職者に対し、
「くるみん」、「えるぼし」
認定マークを目安と
して企業を選択する
情報発信

（資料）厚生労働省「女性の活躍・両立支援総合サイト」より引用 21



（参考１）中堅企業の賃上げ余力について

⚫ 中堅企業は大企業と比較して、労働分配率が高い上に、売上高純利益率が低く、賃上げ余力が乏しい。

⚫ 賃上げを行う企業の裾野の拡大に向けて、大企業と区別して中堅企業に対する賃上げの後押しを強化する
ことが必要。

22

労働分配率 売上高純利益率

（注） 中小企業は資本金1億円以下、中堅企業は従業員数2000人以下かつ資本金１億円超、大企業は従業員数2000人超かつ資本金１億円超。
労働分配率＝人件費／（経常利益＋人件費＋減価償却費＋支払利息等）
売上高純利益率＝当期純利益／売上高

（出所）2022年経済産業省企業活動基本調査（2021年度実績）を基に経済産業省作成。
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（参考２）繰越控除措置を創設する必要性

⚫ 現行制度では、赤字等の厳しい業況の中においても賃上げを行っている企業が税制の適用を受けることが
できない。中堅・中小企業は大企業よりも赤字等の厳しい業況にある企業の割合が大きいため、中堅・中小
企業にとって賃上げ促進税制は利用しにくいのが現状。

⚫ 経済産業省のアンケート結果では、欠損法人であってかつ1.5パーセントの賃上げを達成できなかった者の3割
が、当該年度の税額控除分を翌年度の法人税額に繰り越せるのであれば1.5パーセント以上の賃上げを行
なったと回答。

⚫ したがって、賃上げを実施した年度以降に業績が改善したタイミングで税制の適用を受けられる形に税制を
改正すれば、厳しい業況の中においても賃上げを行う中堅・中小企業を増やすことができる。

23

○令和３年度資本金1億円以下の企業における利益計上法人・欠損法人の内訳

38.1% 61.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（出所）国税庁 令和3年度「会社標本調査」を基に作成

N=2,829,899

欠損法人利益計上法人

7.8% 20.4% 71.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

○令和３年度賃上げ率1.5%未満の欠損法人における繰越控除制度があった場合の対応

28.2％

N=1,125

繰越控除があれば
2.5％以上賃上げ

繰越控除があれば
1.5～2.5％賃上げ

繰越控除があっても
対応は変わらない

（出所）経済産業省「令和４年度企業の雇用状況等に関する調査研究」のアンケート調査結果を基に作成



⚫ 人手不足に悩む中小企業のため、省力化に即効性のある汎用製品を、カタログ
から選択し、簡易に導入できるようにする。

⚫ 中堅・中小企業の工場等の新設や大規模な設備投資を支援し、地方における
賃上げにつなげる。

中小企業等の人手不足対応・生産性向上への支援新たな予算
・税制措置

３つの手法

省力化投資の支援

・中小企業等事業再構築促進事業（予算/経済産業省）
・中堅・中小企業の持続的賃上げに向けた省人化等の大規模成長投資の促進（予算/経済産業省）

自動清掃機ロボット

< 労働時間の削減>

< 宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス >イメージ図

自動配膳ロボット

関連する法令・予算

経済産業省

大規模成長投資の支援

< 製 造 業 > < 卸 売 業 >

< 生産性３倍>< ＣＯ２削減や生産性向上>

イメージ図

生産工程の抜本的改革
最新設備を導入した

物流センター

著作者：aleksandarlittlewolf／出典：Freepik著作者：usertrmk</a>／出典：Freepik

予算
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中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の策定

１．制度の利用を検討
（税制措置、法的支援、金融支援）

２．経営力向上計画の策定
３. 経営力向上計画の申請・認定
４．経営力向上計画の開始、取組の実行

⚫ 「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、
自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の
支援等を受けることができる。

国
(事業分野別
の主務大臣）

特定事業者等
(中小企業・小規模事業者

中堅企業）

経営革新等支援機関
例
・商工会議所・商工会・中央会
・地域金融機関
・士業の専門家 等

➢ 生産性を高めるための設備を取得した場合、 中小企業
経営強化税制（即時償却等）により 税制面から支援

➢ 計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援（融資・信用
保証等）

➢ 認定事業者に対する補助金における優先採択

➢ 他社から事業承継等を行った場合、不動産の権利移転
に係る登録免許税・不動産取得税を軽減及び準備金の
積立（損金算入）による法人税の軽減

➢ 業法上の許認可の承継を可能にする等の法的支援

制度概要・スキーム 支援措置

申請 認定

経営力向上計画

申請サポート
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中小企業経営強化税制

⚫ 中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、中小企業等経営強化法による認
定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除（10％）のいず
れかの適用を認める措置。

⚫ 物価高や新型コロナ禍等の中、中小企業の生産性向上やDXに資する投資を後押しす
るため、中小企業経営強化税制の適用期限を2年間延長。
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中小企業投資促進税制

⚫ 中小企業における生産性向上等を図るため、一定の設備投資を行った場合に、税額控
除（7％）又は特別償却（30％）の適用を認める措置。

⚫ 物価高・新型コロナ禍等の中、設備投資に取り組む中小企業を支援するため、適用期
限を2年間延長。
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